
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｂ３－６０ 眼鏡 
 

D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ３－６０ 全 眼鏡 

   
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ６－１１ 作業用身体保護具（溶接用眼鏡） 

Ｅ１－６５１ 眼鏡おもちゃ 

  
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

眼鏡 サングラス 眼鏡枠 

   
D-CLASS8 

定義 

目にかけて、視力の補助や、遮光のための眼鏡及び眼鏡枠であって、以下に含まれないものを分類する。 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

水中眼鏡（Ｅ３―５３１）溶接用眼鏡（Ｊ６－１１）および検眼用眼鏡（Ｊ７－３４１）を除く。 

あ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1174156 眼鏡 登録１126778 眼鏡用枠 登録 1127316 眼鏡 


